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平成１９年度第 1回佐倉市情報公開・個人情報保護審議会会議要録 

 

開催日：平成１９年１０月１２日(金) 

時 間：１０:３０～１１:３０    

会 場：佐倉市役所１号館３階会議室 

 

出席者 委 員 覺正委員、阿部委員、加藤委員、清水委員、成瀬委員 

    事務局 田中総務部長、平川行政管理課長、有澤主幹、籠橋主任主事、勝

田主任主事 

傍聴人 ０人 

 

 

１ 報 告 

  事務局から、平成１９年４月１日から平成１９年８月３１日現在の資料を基に

次のような説明を行いました。 

  なお平成１８年度については、前回の審議会で平成１９年２月末現在まで報告

をしているため、平成１９年３月分の説明を行いました。 

（１）個人情報保護制度の運用状況について 

  保有個人情報取扱事務の届出等については、佐倉市個人情報保護条例第６条に

基づいて届出がされている総数は、平成１９年７月３１日現在で５７２件となっ

ています。 

  保有個人情報取扱事務の実施機関ごとの内訳は、市長部局が４６３件、水道事

業管理者が２５件、議会が３件、監査委員が１件、選挙管理委員会が１１件、農

業委員会が１０件、教育委員会が５９件となっています。 

平成１９年４月１日から平成１９年８月３１日までに、佐倉市個人情報保護条

例第８条に基づいて実施機関が行った保有個人情報取扱事務に係る目的外利用

は、３件でした。広報紙の郵送事務については、千葉県議会議員一般選挙及び佐

倉市長選挙並びに佐倉市議会議員一般選挙に伴い、新聞未購読世帯に対し選挙公

報を配布するため、広報課から選挙管理委員会事務局へ住所・氏名を目的外利用

しているものです。また、福祉年金給付事務については、介護保険料の賦課にあ

たり、介護保険法施行令第３８条第１項及び第３９条第１項に基づき、老齢福祉

年金受給者の把握が必要なため、市民課から介護保険課へ老齢福祉年金受給権者

氏名等を目的外利用しているものです。 

平成１９年４月１日から平成１９年８月３１日までに、佐倉市個人情報保護条

例第９条に基づいて実施機関が行った保有個人情報取扱事務に係る外部提供は、

７４件でした。５号の｢審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の
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理由があると認められるとき｣に該当するとして、提供したものが最も多く７１

件で、そのうち、公安委員会への提供が４１件と最も多く、いずれも、類型１に

該当するものとして市民税課から公安委員会へ原動機付自転車の所有者の住所、

氏名等を提供しています。提供するに当たっての根拠法令は、道路交通法第５１

条の５第２項になります。また、２号の本人同意に該当するものとして、提供し

たものが４件となっています。 

保有個人情報の開示、訂正及び利用停止請求の件数並びにその処理状況につい

ては、平成１９年４月１日から平成１９年８月３１日までに、延べ５人の方から

開示請求があり、対象となる公文書件数は５件でした。これに伴う開示決定につ

いては全部開示決定が２件、部分開示決定が１件、不開示決定が２件でした。部

分開示決定の理由については、開示請求者以外の個人情報によるものです。不存

在については、文書を受付しておらず、存在しないためとするものでした。なお、

訂正及び利用停止請求はありませんでした。 

佐倉市個人情報保護条例第２５条に基づいて行う口頭による開示請求の実施

状況は、印旛郡市職員採用共同試験（上級職）の結果について、第１次試験の不

合格者の総合順位、一般教養試験の正解数及び専門試験の正解数を請求者に開示

をしています。請求件数は、４件でした。 

  個人情報保護委員に対する不服の申出及び相談・苦情等はありませんでした。 

平成１８年度の運用状況については、保有個人情報取扱事務に係る外部提供に

ついては、２月末現在で１１９件ありましたが、最終的には１３０件となりまし

た。３月に外部提供された内容は、第５号類型１に該当するものとして、市民税

課が原動機付自転車の所有者の住所、氏名等を公安委員会へ４件、社会福祉課・

営繕課・水道事業管理者・健康保険課が警察署へ６件、健康保険課が国民健康保

険受診記録の有無を裁判所へ１件提供しています。 

開示請求の件数及びその処理状況については、２月末現在で１３件の請求があ

りましたが、最終的には２件増え、１５件となりました。１件は｢戸籍謄抄本交

付申請書｣を請求され、申請書中に開示請求者以外の個人情報が含まれていたた

め、部分開示決定をし、もう１件は、取下げとなりました。 

上記報告を受け、委員から次のような意見等がありました。 

 

〔意見等〕 

委 員 監査委員が届け出ている保有個人情報取扱事務の内容を教えていただき

たい。 

事務局 手元に資料がありませんので、調べて後ほど報告します。 

委 員 原動機付自転車の住所及び氏名を外部提供している件数が以前と比較し

て多いと感じるがその理由を伺いたい。 
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事務局 平成１８年に道路交通法が一部改正され、放置車両にかかる所有者責任の

拡充に伴い、新たに「車両の所有者などを対象とした放置違反金制度」が導

入され、その関係で原動機付自転車所有者の住所、氏名等を把握している市

民税課から公安委員会への提供が多くなっています。 

 

（２）情報公開制度の実施状況について 

平成１９年４月１日から平成１９年８月３１日までに、延べ４７人の方から開

示請求があり、対象となる公文書件数は９０件でした。これに伴う開示決定につ

いては、全部開示決定が２２件、部分開示決定が５８件、不開示決定が８件、取

下げが２件でした。 

実施機関別開示請求に係る公文書の件数については、市長部局が最も多く７５

件、続いて教育委員会が１２件、農業委員会が３件となっています。市長部局７

５件の内訳については、都市部が最も多く３８件、土木部が２０件等となってい

ます。公文書の主な内容は、井野東土地区画整理事業に関する文書等、生谷地先

開発行為に関する文書等となっています。 

不開示理由別内訳については、個人情報によるものが最も多く５１件、続いて

法人等情報が２９件、公共安全等情報が１件となっています。このうち、公共安

全等情報の具体的内容は、電柱及び電線設置計画に係る情報です。 

開示請求者の状況については、開示請求者数が４７人、公文書件数は９０件で

すので、開示請求者１人当たりの平均公文書件数は１．９件になります。区分と

しては、市内に住所を有する方からの請求が３２人と最も多くなっています。 

情報公開審査委員に対する不服の申出等はありませんでした。 

平成１９年４月１日から平成１９年８月３１日までに、市政情報の公表に関す

る要綱第３条各号に該当するものとして１４４件の市政に関する情報を公表し

ています。主な内容は、市長交際費、会議録、市で開催している講座や教室に関

する情報、統計書、人口に関する情報となっています。主な公表の方法について

は、市政資料室への資料の配架、市のホームページへの掲載、広報紙への掲載と

なっています。 

平成１９年４月１日より平成１９年８月３１日までの市政資料室の利用人数

は、２，５７４人となっています。 

平成１８年度の実施状況については、公文書開示請求については、平成１９年

３月１日から平成１９年３月３１日までの間に延べ５人の方から６件の開示請求

がありました。公文書件数６件のうち、決定区分等の内訳については、全部開示

決定が２件、部分開示決定が３件、取下げが１件となっています。実施機関別の

公文書の件数については、６件中全てが市長となっており、部局別では、都市部

が５件、土木部が１件となっています。公文書の主な内容は、開発行為に関する
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開発行為許可申請書、建築計画概要書等です。また、この他に、期間延長を行っ

ておりました、整理番号７６４番の開示請求について、４月２日に２件の公文書

の部分開示決定を行っています。これを加えまして、平成１８年度の開示請求に

係る請求件数は９５件、公文書件数は３２４件となりました。 

審議会等の会議の公開に関する運用状況については、平成１８年４月１日から

平成１９年３月３１日までの間に、６８の審議会等が１１９回の会議を開催しま

した。うち、会議の全てを公開した回数は１０６回、一部を非公開とした回数は

７回、会議を非公開した回数は６回となっています。また、８の審議会等から会

議において個人情報を取り扱うこと等を理由として、その全部を原則非公開とす

る旨の決定書が提出されています。これらの会議の回数は、３４１回あり、主な

内訳は、介護認定審査会が２１８回、児童虐待防止検討会議が１１０回となって

います。 

上記報告を受け、委員から次のような意見等がありました。 

 

〔意見等〕 

委 員 開示請求の処理状況中の公文書番号５６番の不開示理由に｢議決事項｣と

ありますがこの内容について伺いたい。 

事務局 佐倉市井野東土地区画整理組合の総代会資料に対して開示請求されたも

のであり、その資料中の議決権の行使に関する文書に誰が賛成・反対の意思

表示をしたかといった記載があったため、その部分について不開示としたも

のですと思われますが、手元に資料がありませんので、調べて後ほど報告し

ます。 

委 員 市長に対する請求がこれまでと比較して多いと感じるがその理由につい

て説明していただきたい。 

事務局 開発行為の関係の請求が多かったためと考えられます。また、市長の資産

公開が１０月から閲覧できることとなりましたが、写しの交付については、

情報公開条例に基づいて請求することとなりますので、今後、請求がされる

ことが予想されます。 

 

２ その他   

・住民基本台帳の閲覧件数の審議会への報告について 

 事務局から住民基本台帳閲覧事務取扱の変遷の資料を基に次のような説明を行

いました。 

平成１７年１０月２０日に総務省から住民基本台帳の閲覧制度のあり方に関す

る検討会の報告があり、個人情報保護の観点から、営業目的の閲覧や閲覧申請時の

審査及び手続きの厳格化を盛り込みました。この報告により住民基本台帳法の一部
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改正が予想されましたので、法改正前の駆け込みの閲覧を防止するために、佐倉市

では、平成１８年３月１日に住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱規定の一部改

正をし、住所・氏名・生年月日で被閲覧者を特定できない場合は、原則閲覧できな

いこととしました。平成１８年１１月１日に住民基本台帳法、住民基本台帳法施行

令、住民基本台帳事務処理要綱の一部改正がされたことにより、閲覧できる場合が

限定されたことに伴い、佐倉市では、住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱規程

を廃止し、新たに佐倉市住民基本台帳の閲覧に関する規則を制定し、さらに平成１

８年１１月８日に住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱を制定し運用してい

ます。 

平成１９年４月１日から平成１９年８月３１日までの住民基本台帳の一部の写

しの閲覧件数については、請求者数は２０件、閲覧件数は６０１件となっています。 

所管課から、今後、審議会への定期的な報告については必要ないのではないかと

話がありますが、法制度が変わってから、これまで請求がなかったところからの請

求があることから、今後もこれまでどおり所管課から審議会へ定期的な報告をする

方向で事務を進めていきたいと考えています。 

上記報告を受け、委員から次のような意見等がありました。 

 

〔意見等〕 

委 員 これまでなかったところからの請求があるとの説明でしたが、具体的な内

容を説明していただきたい。 

事務局 独立行政法人及び内閣府政府広報室がリサーチ会社に委託をし閲覧をし

ているケースがあります。 

 

    今後も、所管課から審議会へ報告を行うことを確認後、会長が会議を終了しまし

た。 


